
入  札  公  告  

 

  次のとおり一般競争入札を実施します。 

 

    令和８年４月１６日 

 

                     山口県下関警察署長 末永 徹哉 

 

１ 入札に付する事項 

    次に掲げる物品等の購入 

 (1) 物品等の名称 

      山口県下関警察署庁舎で使用する電気 

 (2) 物品等の予定数量 

      ４８６，２８４kWh 

 (3) 物品等の特質等 

      入札説明書及び仕様書による。 

 (4) 納入期間 

      令和８年７月１日から令和９年６月３０日までの間 

 (5) 納入場所 

      山口県下関市細江町２丁目３－８ 山口県下関警察署庁舎 

２ 入札参加資格 

    入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号のい

ずれかに該当する者でないこと。 

 (2) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当して一般競争入

札又は指名競争入札に参加させないこととされている者及びその者を代理人、支

配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。 

 (3) 県が発注する物品等の製造の請負、物品等の買入れ、借入れ及び売払い並びに

業務の委託の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資

格並びに資格審査申請の時期及び方法等に関する告示（令和７年山口県告示第２

１４号）に基づく資格審査において、電気について物品等の買入れ、借入れ及び

売払いの特Ａ又はＡの等級に格付けされている者であること。 

 (4) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定による小売電気事

業の登録を受けている者であること。 

 (5) この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても山口県の業務委託

及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく参加停止を受けてい

ないこと。 

３ 契約条項を示す場所 

    山口県下関市細江町２丁目３－８ 山口県下関警察署 

４ 入札説明書及び仕様書の交付 

    この公告の日から入札日の前日まで（山口県の休日に関する条例（平成元年山口県条

例第１６号）第１条第１項各号に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時まで

の間、下関警察署会計課において、随時交付する。 

  なお、郵送等による入札説明書及び仕様書の送付を希望する者は、上記期間中に山口

県下関警察署会計課（電話０８３－２３１－０１１０）に問い合わせること。 



５ 入札書の記載方法、入札を執行する場所及び日時 

(1) 記載方法 

     落札の決定は、予定数量の対価を入札説明書に記載する方法に従って計算した総価

で行い、当該総価に当該総価の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価

格とするので、入札者は、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。 

 (2) 入札を執行する場所 

   山口県下関市細江町２丁目３－８ 山口県下関警察署２階 第一会議室 

 (3) 日時 

   令和８年５月１９日（火） 午前１１時 

 (4) 特記事項 

   郵便による入札を認める。 

   郵送による入札の場合、入札書を令和８年５月１８日（月）午後５時までに山口県

下関警察署会計課へ提出すること。 

６ 入札保証金 

    免除する。 

７ 無効入札 

    次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 (1) 入札参加資格のない者がした入札 

 (2) 記名のない入札 

 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

８ 落札者の決定方法 

    山口県会計規則（昭和３９年山口県規則第５４号）第１５４条の規定に基づき定めら

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

９ その他 

 (1) 契約書の作成の要否 

   要 

 (2) 入札参加資格の要件の確認に必要な次に掲げる書類を令和８年５月１４日（木）午

後５時までに、下関警察署会計課に持参又は郵送により提出すること。 

  ア 入札参加資格確認申請書 

  イ 小売電気事業の登録を受けたことを証する経済産業大臣の通知の写し 

 (3) 契約保証金 

   免除する。 

 (4) この購入に係る契約は、地方自治法第２３４条の３の規定による長期継続契約であ

るため、契約書には、予算の都合その他やむを得ない理由があるときは、県は契約を

解除することができること、また、契約の解除により損害を受けた場合であっても受

託者はその損害の賠償を県に請求することができないことの記載をする。 

 (5) この公告後に、２(３)に掲げる当該入札に参加するために必要な一般競争入札の資

格審査の申請をする場合は、令和８年５月１１日（月）午後５時までに山口県会計管

理局物品管理課に申請書を提出すること。 

 (6) 詳細については、下関警察署会計課（電話０８３－２３１－０１１０）に問い合わ

せること。 


